
令和６年１月１日に横須賀市に住民登録がある（※）

※住登外課税者も含む

＼令和６年度定額減税補足給付金（調整給付）の対象者と見込まれます／

合計所得金額が1,805万円以下である

令和６年分所得税または令和６年度個人住民税
所得割の少なくとも一方は課税される

令和６年分所得税または令和6年度個人住民税の
少なくとも一方から定額減税額を控除しきれない

マイナンバーで公金受取口座を登録している

給付金の対象外です

通知書（圧着はがき）が届きます

確認書（封書）が届きます

はい いいえ


